
令和６年度第２回鳥取県原子力安全顧問会議 
 

１ 日 時 令和6年8月20日（火）午前11時～午後0時15分 

 

２ 出席者 原子力安全顧問：藤川顧問、神谷顧問、富永顧問、片岡顧問、北田顧問、望月顧問、佐々木顧問、西

田顧問、野口顧問、河野顧問、梅本顧問（計11名） 

      鳥取県：平井知事、水中危機管理部長他（出席者は名簿のとおり） 

      内閣府、資源エネルギー庁、中国電力、米子市、境港市 

 

３ 場 所 県庁災害対策本部室（Ｗeb併用） 

 

４ 議題 

（１）能登半島地震を受けた島根原発に係る国及び中国電力への申入れに対する回答 

（２）島根２号機の安全対策工事の実施状況 

（３）島根２号機特重施設等に係る審査状況 

 

５ 議事録 

（水中部長） 

それでは定刻となりましたのでただいまより令和6年度第2回鳥取県原子力安全顧問会議を開催したいと思いま

す。本日の進行につきましては、危機管理部長の水中の方で務めさせていただきますよろしくお願いいたします。

本日の顧問会議の開催に当たりましては、平井知事にご出席いただいております。会議に先立ちまして、平井知事

から挨拶の後発言をさせていただきます。それでは平井知事お願いいたします。 

 

（平井知事） 

皆様こんにちは。本日は大阪大学の北田先生にわざわざ会場の方にお越しをいただき、多くの顧問の先生方にイ

ンターネットでこのように参画を賜りまして、ここに原子力安全顧問会議を開催することとなりました。 

ぜひ今、島根原子力２号機、この最終的な局面に差しかかっていると思います。慎重に我々として、技術的、専

門的見地含めて判断していかなければならない。そういう段階でございまして、先生方の方でもお聞き取りをいた

だき、そのお考えを今後、おまとめいただければ大変ありがたいと思います。 

本日は大変お忙しい中にも関わらず、政府の方からは林田様、前田様はじめ、省庁の関係者の皆様方、また、中

国電力から森田様、井田様はじめ関係の皆様にもお越しをいただき、米子、境港からも、松本さん、大道さんと、

関係の方、ご出席をいただいております。 

ぜひ、様々なお話も聞いていただき、今後活発な議論を闘わせていただきまして、県民の安全安心を図っていた

だく、何より安全を第一義とした、原子力発電所のあり方というものを皆様の方でも、是非とも追求していただき

まして、お知恵をいただければ大変ありがたいと存じます。 

今のところの経過、最近のことを申し上げますと、7月に私ども鳥取県側と立地の島根県側と合同で原子力規制

委員会のお話をいただきました。また、内閣府の原子力安全防災を担当する、セクションのお話もお伺いをさせて

いただき、活発に意見を交換したところであります。と申しますのも、この島根原子力発電所の問題と同じように

重なって見える能登の方の課題がございます。志賀原発が今稼働しているわけではありませんが、その志賀原発で、

例えばプールが溢れたというかこぼれたという溢水したとか、それから、受変電の系統がありますが、そうしたと

ころの不具合であるとか、また、モニタリングのネットワークがうまく動かなかったということもありました。何

より日本海側の海底の地層も含めて、十分明らかでない特に能登側というのは、我々のこの鳥取沖まで調査をした

のと比べますと、まだ調査が整ってないということもございました。その影響が果たして津波も含めて、十分、今

の対策で間に合ってるのかどうか。この辺が地元としての重大関心事であります。その意味で、今の状況を踏まえ

て、政府、或いは中国電力どう考えるかという問いかけを、私どもでしていたわけであります。これに対しまして、

7 月の検討の会議であるとか、8 月に入りまして文書も含めて、回答もございました。これらをぜひ顧問の先生方

にもお聞き取りをいただいて、果たしてこれが趣旨通り、従来の対策で十分と言えるのかどうかを検証していただ

く必要があると思います。 

また併せまして、今、安全対策工事を原子力発電所サイトで行っておりますが、先般、聞き取りをした時に、私

と両市長で、プロジェクトチームを開いたわけでありますが、その時に中国電力側から、基本的な工事は完成して

きていて、現場を見てもらって差し支えない状態になっていると、こういうお話をいただきました。ぜひ先生方に

も、原子力安全対策工事の状況をお聞き取りいただき、可能であれば、原発のサイトの方も見ていただければあり

がたいなと思います。 

いずれにいたしましても、私ども周辺地域としても、この安全ということを第一義として、慎重にこの問題を考

えていく必要がありまして、その趣旨を対して、先生方のご見聞をいただければ大変ありがたいと思っております。



今あるところを組んでいただき、今日も活発なご議論いただきますようお願いを申し上げまして、私の方からの挨

拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

（水中部長） 

どうもありがとうございました。それでは本日の議事進行につきましてはお手元の次第の通り進めさせていただ

きます。出席者につきましては、出席者名簿の通りですので、個別の紹介をさせていただきます。なお、本日から

新たに鳥取大学の野口先生が、地震分野で安全顧問に就任いただけることになりましたので、野口先生から挨拶い

ただけると、幸いでございます。先生よろしくお願いいたします。 

 

（野口顧問） 

ご紹介ありがとうございます。この度、新たに顧問に就任いたしました鳥取大学の野口と申します。よろしくお

願いします。私の専門分野は地震工学ということで、地震の揺れ方の違いとかそういうところをメインに研究をし

ています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（水中部長） 

どうもありがとうございました。本日の会議にあたりましては、これまでの経緯を簡単に知事の冒頭にありまし

たけど補足させていただきます。島根２号機は新規制基準の合格を受けまして、顧問の意見も参考にさせていただ

きまして、安全協定に基づき、令和4年3月に県と米子市、境港市両市で、安全対策工事を行うことを了解するこ

とを中国電力に回答いたしました。この際、再稼働までの間でも安全に関与していくこととし、県としては、安全

対策工事などについて、顧問によるヒアリングや職員による監視、確認を行って参りました。そのような中、本年

1月に能登半島地震が起きまして、新規制基準の審査中である志賀原発では、安全機能に影響を及ぼす被害はなか

ったこと。原子力災害は起きず住民避難はなかったところですが、改めて新規制基準と新規制基準に合格した原発

の安全性の担保と、本県避難計画を含む緊急時対応について、引き続き有効であるかを国と中国電力に確認するこ

ととしたところでございます。 

本日は、これは回答がそろいましたので、また、中国電力から安全対策工事が実質的に完成したとの報告を受け

ましたところから、顧問の皆様にその内容を確認してもらうため開催するものでございます。会議時間は約1時間

を予定しております。平素につきましては会議の座長は申し合わせにより占部顧問に務めていただいておりますが、

本日は占部顧問がご欠席のため、県庁の方に来庁いただいております北田顧問に座長をお願いいたしたいと思いま

すが、この皆様よろしいでしょうか。ありがとうございます。皆様のご異議がないようでございますので、本日の

座長は北田顧問にお願いしたいと思います。北田座長につきましては座長席の方へおいでいただきお願いします。

それでは、今の会議の進行につきましては、北田座長にお願いしたいと思います。なお、リモートでのご参加もこ

の人もいらっしゃいますので、出席者の発言の際のご指名など、適宜事務局の方でサポートさせていただきます。

それでは北田座長よろしくお願いいたします。 

 

（北田顧問） 

ご紹介ありがとうございます。私北田の方で座長を務めさせていただきます。皆様よろしくお願いいたします。

早速ですけどまず1つ目の議題の方から入っていきたいと思います。能登半島地震を受けて国、中国電力への照会

に対する回答についてということになります。島根２号機は新規制基準に合格し、顧問会議におきましては、島根

２号機の審査については、原子力規制委員会による最新の科学的、専門技術的知見に基づく厳正な審査が行われ、

顧問が専門的観点から抽出した論点について、適切な対策が講じられ、中国電力の自主的な安全対策により、島根

２号機の安全性を確保するために必要な対策が講じられていることを確認したという旨の報告を、県知事の方に意

見したところでございます。 

その後、能登半島地震が発生しまして、新規制基準は引き続き有効であるのかについて行った申し入れ、それの

回答について、この度、原子力規制委員会、内閣府、経済産業省、中国電力から説明をいただき、すべての説明後

に質疑応答を行っていきたいと考えております。それではまず、原子力規制委員会の回答につきまして、原子力安

全対策課の方からご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○議題１ 能登半島地震を受けた島根原発に係る国及び中国電力への申入れに対する回答（原子力規制庁説明） 

（原子力安全対策課） 

それでは、国からの申し入れに対する回答ということで原子炉規制委員会からの回答につきまして、事務局の方

から内容を説明させていただきます。 

資料 1－1の 2 ページをご覧ください。宍道断層と鳥取沖断層との連動についてですけども、両断層が連動して

活動することはなく、能登半島地震を受けても、新規制基準の適合性審査結果が引き続き有効であり、新たな知見

が得られれば、バックフィットするという内容でございます。 



3 ページの第2 項にありますけども、能登半島地震に起きた志賀原発での使用済み燃料プールからの溢水、4 ペ

ージ、第3項の変圧器の油漏れ等、外部電源の一部喪失については、安全性の影響はなく、島根原発２号機におい

ても、新規制基準に対応されているということでございました。 

5ページをお願いします。能登半島地震で通信の問題によりモニタリングの測定データの伝送が行えないという

状態になりましたけども、多様な手段バックアップ体制が整えられていること。 

6ページに移りまして、原子力災害対策指針にある屋内退避の考え方ですけども、放射線防護対策においては有

効であり、指針や地域防災計画、避難計画に対し、変更要さないことも考えられますけども、そのような場合にも

その判断に至った理由について公表することとしております。 

8ページですけども、志賀原発の情報発信に課題があったことから規制庁としても、事業者の改善状況を確認し

ていくといった回答をいただいたところでございます。以上でございます。 

 

（北田顧問） 

ありがとうございます。続きまして内閣府の方からご説明をよろしくお願いいたします。 

 

（内閣府） 

内閣府原子力防災担当の林田と申します。本日は原子力安全顧問会議にお招きいただきまして、誠にありがとう

ございます。私ども、お問い合わせについて資料1の2をもって文書で回答させていただきました。お問い合わせ

いただきました3点ございまして、1つ目ですけれども、島根地域の緊急時対応につきましては、令和3年4月に

島根地域の原子力防災協議会において取りまとめまして、原子力災害対策指針等に照らして、具体的かつ合理的で

あることを確認しております。それで、同年9月に総理を議長とする原子力防災会議で了承を受けているところで

ございまして、複合災害を考えた上で、緊急時対応取りまとめておりますので、今年の1月能登半島地震、非常に

大きな地震がございましたけれども、もともとこの複合災害を想定して作っているものでございますので、今日で

も、何ら指針に照らし具体的かつ合理的であるということが変わるものではございませんので、現時点で島根地域

の緊急時対応の改定が必要であるとは考えておりません。 

また、2 点目になりますけれども、自然災害により屋内退避や避難が困難になる不備の事態が生じた場合には、

緊急時対応にございます通り、原子力災害対策本部が中心となって、政府を挙げて、全国規模の実働組織により道

路啓開を含む必要な支援を実施するということを考えておりますので、自治体任せにすることなく、国も一丸とな

って対応する所存でございます。これには平時からも、訓練などを通じて自治体の皆様とも、積極的な緊急時の対

応、災害に備えた対応していくことが重要と考えておりますので、今後とも連携をしながら取り組んでいきたいと

考えております。 

それから3点目になりますけれども、国からの支援ということでは、原子力防災対策に必要な資機材の整備、避

難経路の改善、放射線防護対策など、これまで原子力災害対策に必要な経費などを内閣府として支援させていただ

いておりますけれども、今後も引き続き必要な予算などを確保しまして、継続的な支援を実施していきたいと考え

ております。以上この3点を回答させていただきました。内閣府からは以上でございます。 

 

（北田顧問） 

ご説明どうもありがとうございます。続きまして、経済産業省の方からご説明をお願いしたいと思います。 

 

（資源エネルギー庁） 

資源エネルギー庁の前田と申します。本日は鳥取県、原子力安全顧問会議にお招きいただきまして大変ありがと

うございます。また日頃より、本日の会議を含め、原子力政策に関しましてこのようなご尽力多大にいただいてお

りますことを、心から御礼を申し上げたいと思います。 

それではいただきましたご質問、参考1に一覧の方ございますけども、私ども、資料の1－3の方で回答の方を提

出さしていただいております。そちらに基づきまして回答の方申し上げたいと思います。 

まず1点目、先ほど平井知事の方からもお言葉ございました安全が一義的に大事であるということでございます。

これ私どもも、政府として同じ方針でございまして、1 ポツのところにございますようにエネルギー基本計画にお

きましては、いかなる事情よりも安全性をすべてに優先させるということを明記させていただいております。そう

した中、原子力規制委員会が新規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重するという仕組みにな

っているところでございます。なお、再稼働につきましても、万万が一の場合、これはならないことでございます

けどもそのような場合、政府として、関係法令に基づいて責任を持って対処させていただきますこと、改めてお約

束を申し上げたいと思います。中国電力島根原子力発電所２号機につきましてはご案内の通り、令和3年9月に原

子力規制委員会におきまして新規制基準に適合するとの判断が出てるところでございます。以降工事の認可等進ん

でるところでございますけども、そうした中でこの令和6年度能登半島地震が起きたということがございました。

原子力規制委員長におきましては、先ほどもご説明ございましたように、もうすでに確認された原子力発電所につ

いては、停止を命令するようなことは考えていないといったような見解も出ているところでございますし、引き続

き審査も有効であるということ、先ほど資料を1－1の方でも、ご説明があった通りと認識をしてるところでござい



ます。引き続き安全を最優先にエネルギー政策、原子力政策を進めて参りたいと考えてございます。 

それから 2 つ目おめくりいただきまして、2 ポツのところでございますけれども、この事業者におきましてもこ

の安全文化の醸成に取り組むということを非常に大事でございます。このエネルギー基本計画にも記載をしてると

ころでございますし、また電気事業連合会におきましてもチームを作って横展開を行っているところでございます。

引き続き中国電力を含めた原子力事業者に対しまして今般の能登半島地震での経験や知見も踏まえつつ、安全性向

上に向けて不断に取り組むということを指導を徹底して参りたいと考えてございます。 

それから3点目3ポツでございます。この3ポツにつきましては、先ほど申し上げた通り原子力規制委員長の見

解はそのようなところでございますけれども、不断の安全性向上に向けて取り組むように指導して参りたいと考え

てございます。 

それから4点目でございます。原子力発電所の情報発信というところでございますけれども、能登半島地震での

教訓様々ございました。トラブルにおいても可及的速やかに信頼できる情報を丁寧に発信すること、引き続き事業

者を指導して参りたいと考えてるところでございます。 

5 点目でございます先ほどもご説明あったかと思いますけれども、原子力規制委員長を 5 月の定例会見におきま

しても、自治体での地域防災計画等見直していただくということにはならないというような見解を示されてると承

知をしてございます。 

それから6ポツ目でございますけれども、避難計画の関係先ほどご説明ございました通り、そもそも複合災害を

想定して策定されていると私どもも認識をしてございます。また具体的、合理的であるということの確認、原子力

防災会議においてなされてるということで認識をしてございます。引き続き、この緊急時対応の不断の改善充実に

向けて、私どもとしても貢献をして参りたいと考えてございます。 

それから 7 点目でございます。7 点目につきましても先ほどご説明あった通りでございますけども、国民の皆様

の生命、身体、財産を守っていくこと。これは国としての重要な責務でございますので、不測の事態が生じた場合

においても政府を挙げて対応して参りたいと考えてございます。 

8 点目についても先ほど原子力防災の方から説明のほうございましたけれども私どもとしても、あらゆる形での

サポート、地域の実情を踏まえて展開して参りたいと考えてございます。説明は以上でございます。 

 

（北田顧問） 

ご説明ありがとうございます。続きまして、中国電力の方からご説明よろしくお願いいたします。 

 

（中国電力・森田支社長） 

中国電力鳥取社長の森田でございます。初めに一言ご挨拶をさせていただきます。鳥取県原子力安全顧問の皆様

には平素より当社の事業運営、とりわけ島根原子力発電所の運営に格別のご理解とご協力を賜っておりますこと、

厚く御礼申し上げます。 

本日は、今月9日に開催されました鳥取県原子力安全対策プロジェクトチーム会議でご説明をいたしました。能

登半島地震を踏まえた島根原子力発電所の安全対策についての照会に対する、当社回答について、及び島根原子力

発電所２号機の安全対策工事の実施状況について、またあわせまして、特定重大事故等対処施設及び、3系統目の

所内常設直流電源設備についてご説明をさせていただきます。 

島根２号機につきましては、引き続き安全確保第一に残る安全対策工事の残作業を進め、原子力規制委員会が行

う使用前確認を適切に対応するとともに、様々な訓練を重ねるなど、島根２号機の再稼働に向けて、一つ一つの準

備を着実に進めて参ります。それでは島根原子力本部、井田副本部長からご説明をさせていただきますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

（中国電力・井田副本部長） 

中国電力の井田でございます。ご説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。今森田の方から中国

電力より、複数の項目についてご説明をする予定とお話をさせていただきましたけれども、まずは、今月9日に開

催されました鳥取県原子力安全対策プロジェクトチーム会議で説明をさせていただきました、鳥取県よりいただき

ました能登半島地震を踏まえました、島根原子炉発電所の安全対策についての照会。これに対する当社の回答につ

いて、これからご説明をさせていただきます。 

資料は1－4になります。資料をご覧いただきますと、1、2、3、裏面も合わせ4項目について、これからご説明

をさせていただきます。 

まず1点目は、能登半島地震を踏まえました島根原子力発電所２号機の安全確保対策に関する照会に対する回答

ということになってございます。能登半島地震につきましては、志賀原子力発電所において、安全上重要な機器に

おいて問題となる、そういった被害は確認をされておりませんけれども、当社を含めまして、原子力業界全体の取

り組みとしまして、検証結果を取りまとめているという状況にございます。その中では外部電源系統の多重性が、

今回の地震に対しても電源を確保することができたので、有効であるといったことを確認してるという状況にござ

います。島根原子力発電所につきましても、今の外部電源につきましては、同様に、多重化されておって、5回線

という系統構成になっているところでございますけれども、多重化をしてることに加えまして、さらに安全性を高



めるという観点から、自主的な取り組みとしまして、変圧器内部の損傷が志賀原子力発電所ではあったわけですけ

れども、そういった損傷を防ぐための油のレベルが低下した際の変圧器の停止の手順の整備、そういったことを行

うということとしてございます。またその他、能登半島の方では、地盤隆起が発生したということでございました

けれども、そういった隆起の発生を仮定して、それでも海からの冷却のための海水が取水できる、そういった海水

取水訓練、そういったものもやっていって、対応能力の向上に努めて参る所存でございます。 

続きまして2ページ目につきまして、2つ目の項目となります。2点目は情報発信とモニタリングポストの欠測

に関する説明となります。情報発信につきましては、この度業界大での検証結果も踏まえまして、電気事業連合会

におきまして、作成をされます標準的なガイド、こういったものを活用して、我々のそういう体制等を検証して、

継続的な改善に努めて参りたいと考えてございます。 

また、モニタリングポストの欠測がございましたけれども、仮に自治体で設置をされているものが使用できない

というような状態になった場合におきましても、当社が敷地の境界付近に設置をしておりますポストによりまして、

外部への放射線影響を 24 時間監視することが可能でございますし、当社の設置しておりますモニタリングポスト

につきましては、信号の伝送系の多様化、或いは電源の強化、そういったことをすでに行っているところでござい

ます。仮に設置してあるモニタリングポストが機能できないような場合にも、可搬式のポストを使用すると、そう

いったことで監視が継続できる体制を整えている状況にございます。 

続きまして3点目、こちらは継続的な安全性向上に関するご照会事項でございます。私どもの安全対策、設備面、

ハード面での対策、こちらはもとより、引き続き人的な面の対応の充実強化も図って参る所存でございます。また、

安全文化といったものについて非常に重要視をしているところでございます。この度、安全文化の監視評価を行う

社長直属の組織を設置したところでございますけれども、安全文化の状態の監視を行って参りたいと考えておりま

す。いずれにしましても、安全性の向上に終わりはないという考えのもとに、安全性の継続的な改善に努めて参る

と考えてございます。 

最後4点目でございます。屋内退避や避難の完全実施に向けてどのような対策を考えているのかといったことに

ついてでございますけれども、まずは私ども原子力事業者としましては、避難や屋内退避、そういったものが必要

とならないように、原子力災害が発生しないよう、安全性の向上に努めると考えてございます。それでも、万が一

の緊急時の際には、島根原子力発電所に係る原子力防災に係る協力協定、こういったものを締結させていただいて

いるところでございます。避難退域時検査を始めとしました住民避難対応等に事業者として最大限対応して参りた

いと考えてございます。 

最後に参考資料2という資料を本日準備させていただいております。この参考資料2という資料、能登半島地震

を踏まえました島根原子力発電所の確認結果というタイトルの資料となってございます。こちらは能登半島地震を

受けまして、志賀原子力発電所で発生しました事象の1項目1項目に対しまして、島根原子力発電所２号機の対応

の状況、或いは今の業界大で実施しました検証結果、そういったものを整理したものとなってございまして、これ

までもこういった資料を使いまして、できるだけ分かりやすいような形で、議会の方ですとか、住民の皆様に説明

をさせていただいてるところでございますけれども、引き続き、分かりやすい説明に努めさせていただければと考

えてございます。中国電力からは以上でございます。 

 

（北田顧問） 

ご説明ありがとうございます。それではここから顧問の皆様方からご意見等をお受けしたいと思いますけれども、

何かご質問等ございましたら挙手等でお知らせいただければと思います。 

 

○質疑応答 

（片岡顧問） 

ＩＮＳＳの片岡でございます。非常に各方面から適切なご回答いただきまして非常に結構だと思います。今回の

能登半島地震ということで、これは非常にいい教訓になったわけですが、まず総括として各方面から出されており

ますように、原子力の安全性に関わるものですね。つまり、耐震Ｓクラスという機器については、全く問題がなか

ったということを、広く広報していただくことが必要じゃないなって、今回の教訓も様々ありましたけれども、耐

震に直接関わるものについては全く損傷もなく、有効だったということは地元の方々も非常に安心になることだと

思います。私が今回気になったことは広報の問題で、これは今回の能登半島地震の事業者の北陸電力も非常に迅速

に情報を出されたということで、結構なんだと思うんですが、今回、色んなことが起こりました。特にこういう大

きな地震が起こったりすると、様々な情報が今インターネットで使われている様々なルートから出ていくわけです

ね。やっぱり住民の方々は、どんな情報が正しくてどの情報がいわゆる信用ならないフェイク情報であるかという

ことを的確に判断するのが非常に難しくなる場合もあるんじゃないかと思います。そういったことについて、政府

の方も含め或いは事業者の中国電力を含め、ここはこういうふうな情報が出ているけれども、これは明らかに誤り

ですよというようなことを伝えて、住民の方々に安心していただくと、こういうことについてはどういうふうに今

回の教訓、能登半島地震を受けてお考えなってるんでしょうかお聞きしたいと思います。 

 

（中国電力・井田副本部長） 



中国電力の井田でございます。まず1点目の件、今回、北陸電力の志賀原子力発電所におきましては、能登半島

地震を受けましたけれども、耐震性の問題、全くその問題がなかったといったことについて、しっかりと説明をと

いうお話をいただきました。北陸電力の方では、地震の後、詳細に改めて時間をかけて、設備の耐震性をチェック

をされて、その上で耐震性に問題ないといったことが発表されているところでございます。そういったことも受け

まして、私たち中国電力も中国地方の方で機会あるたびに、先ほど参考資料2というのをご紹介させていただきま

したけれども、こういった資料も使いながら、しっかりと耐震性の部分についても全く問題なかったということを

説明させていただきければと思っております。参考資料 2 でいいますと一番最初に地震の項目になっておりまし

て、そういったところでアクセントをつけてしっかりと説明させていただければと思っております。 

続きまして2点目は、情報発信のうち、特にフェイクというんでしょうか。不正確な特に最近ではＳＮＳ等でも

そういった情報が見られるということがございます。今回の能登半島地震が発生をしたすぐ直後から、そういった

ことについては心配をしておりまして、そういった情報の発信がありましたら、今回は電気事業連合会、業界団体

の広報が中心となりまして、正しくない情報に関しましてはそれを上書きするような形でＳＮＳでの媒体でのそう

いった情報発信をして、そのあと或いはホームページでのそういった資料の掲載と、そういったことになりますけ

れども、そういった形で情報の正しいご理解といったことにして努めてきたところでございますけども、引き続き、

こういったことにも留意しながら今後も取り組んで参りたいと考えてございます。以上でございます。 

 

（片岡顧問） 

どうもありがとうございます。非常によくわかりました。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

（北田顧問） 

今の情報発信に関しまして、私の方から 1 つ中国電力さんの方に少しコメントさしていただければと思います。

今回の情報発信におきましては、フェイクニュースっていう話ではなくて、そもそも情報を誤って出してしまった

というとき、それも1つのポイントになっているんじゃないかと思っております。ですので、情報を出されるとき、

当然正確で迅速にというのはなかなか難しいとこではございますけれども、確認が本当にとれていないのであれば

その旨も併せて、今確認中であるというようなそのようなこととあわせて発信いただくことによって、とりわけそ

の情報を受けてである県民の皆様方というのが、その情報をどのように解釈すればいいのかっていうところの判断

基準というか、その判断材料を与えるような形で発信いただければ良いのかなと私は考えております。コメントと

なります。 

 

（中国電力・井田副本部長） 

コメントいただきありがとうございました。引き続き正確かつ迅速にということで、情報の正確性のことにつき

ましては、不確定な部分といいますか、そういったところも情報を収集する際に、そういったことを気をつけなが

ら情報収集をして、それを外部に発信するというようなことであろうかと思いますので、留意をしてしっかりとや

って参りたいと思います。ありがとうございます。 

 

（佐々木顧問） 

ご説明ありがとうございます。1 つ中国電力の情報発信のあり方に関連して質問させていただきたいんですけれ

ども、資料の1－4の 2 点目のところですが、自治体のモニタリングポストが欠測しても、御社で監視が可能とあ

るんですけれども、その際、可搬型のモニタリングポストの運用も考えてらっしゃるということで、可搬型のデー

タも含めて自治体がオンタイムに確認ができるような体制は整っていると考えてよろしいでしょうか。 

 

（中国電力・井田副本部長） 

中国電力の井田でございます。私どもも可搬型のポータブルのモニタリングポスト、そういったものを準備して

おりますので、実際にそういったものが必要となった場合には自治体等と連携をして対応をしていくこととしてい

ます。以上でございます。 

 

（佐々木顧問） 

わかりました。欠測した場合に今回の能登地震の方でもそうだと思うんですが、関連する地域の住民にとっては、

かなりの不安材料になると思いますので、そのあたり迅速に自治体の方への情報提供というものをきちんとフォロ

ーしていただくような関係づくりも含めて、今後必要であれば検討していただきたいなと思います。私から以上で

す。 

 

（西田顧問） 

史学についてコメントをしたいと思います。1つは今回、地震活動は1993年から30年ぐらいかかって、今回の

地震活動がずっと続いて継続して起きたんですね。そういう意味で、日本海のあるエリアの地震活動というのは結

構、20年か30年とかいう形で継続して、その中に大きな地震が含まれるということ。これは鳥取ですと鳥取中部、



西部、島根県の東部あたりで1983年から地震活動が始まって、2016年に鳥取県中部地震まで、ずっと地震活動が、

これはほぼ 30 年続いてるんですね。こういう形で各エリアで地震活動が何十年か続いて大きな地震が起きるとい

うことです。そういう意味で、今回の能登半島の地震活動が、直接島根半島周辺の地震活動に影響するということ

は無いということが1つあります。 

それから、能登半島の海底に活断層がいっぱいあり、群という形で活断層が評価が今されてるわけですけども、

その能登半島の活断層がほぼ若狭湾で西の方は終わるんですね。ということは、その島根半島の周辺、及びその島

根半島の活断層ですね、それに直接影響というのは及ばないと、無いと考えたほうがいいと思います。 

この2つの観点からしてですね、今回のいろんなことが地震は起きてますけど、島根半島の今想定している基準

地震動を見直すという、今はその様子はいらないだろう。今後また新しい知見が出てきたときには、それを対応す

るということが必要だというこというのが1点。 

もう1つは、津波の話ですけども、津波を想定してるのは佐渡北方沖活断層なんですね。ということは、今回の

能登半島の活断層群からもこれも含まれておりますので、津波高を見直すということも今の段階ではいらない、必

要ないと思っております。そういう意味で、今回の能登半島の地震に伴うようないろんな要素のうちで、今回の島

根原発のいろんな数値を見直すということは、今の段階では無いと、必要ないと考えております。長引きましたけ

ども、私のコメントです。 

 

（北田顧問） 

西田顧問どうもありがとうございました。他の顧問の方からは、特にご意見コメントございませんでしょうか。

それでしたらここで議題の1につきましては終了とさせていただきたいと思います。内閣府、資源エネルギー庁の

方々、退席いたします。内閣府、資源エネルギー庁の方が、どうもありがとうございました。またこれからもよろ

しくお願いいたします。 

それでは、次の議題の方に移らさせていただきます。2つ目、島根原発2号機の安全対策工事の実施状況という

ことにつきまして、中国電力の方から安全対策の工事が実質的には完成したとの報告が8月 2 日にございました。

その部分を含踏まえて中国電力の方からご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○議題２ 島根２号機の安全対策工事の実施状況（中国電力説明） 

（中国電力） 

資料２に基づき説明 

 

○質疑応答 

（北田顧問） 

ご説明どうもありがとうございました。ただいま安全対策工事の実施状況についてのご説明がございましたけれ

ども、ほぼ完成しているというか終わっているところ。ただ顧問としましては、現地で完成物を確認するという必

要もあるかと思いますので、我々原子力安全顧問としても現地の視察を行い、安全対策をしっかりできているのか

というところ、現地で実物を見て、説明を受けて確認を行いたいと思います。皆様いかがでしょうか。よろしいで

しょうか。それでしたら、原子力安全顧問としても現地の視察ということを執り行いたいと思っておりますので、

その旨また、ご対応いただければと思います。具体的な現地の視察につきましては、事務局の方でまた調整いただ

きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

ただいまご説明いただきましたけれども、この場で皆様の方からご質問もしございましたら、挙手をいただけれ

ばと思いますがいかがでしょうか。それでしたら、視察の場におきましても質疑応答させていただければと思いま

すので、そのご対応をまたお願いいたします。 

 

（中国電力・井田副本部長） 

中国電力でございます。いずれにしても机上での説明ということが多くございましたので、しっかりと物をご覧

いただきながら、ご説明の方をさせていただければと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 
○議題３ 島根２号機特重施設等に係る審査状況（中国電力説明） 

（北田顧問） 

それでしたら、その次の議題、3 つ目の方の議題の方に移らさせていただきます。２号機の特重施設に係る審査

状況ということになります。3 つ目の議題につきましては２号機の特重施設、それの審査状況についてということ

になります。現在審査中とのことですけれども、中国電力による最終の補正を提出したとのことを伺っております。

核セキュリティの関係により審査内容は公表されておりませんけれども、内容を確認させていただく必要があるか

と思っております。ということで、範囲内限られてるかと思いますけども中国電力からご説明をいただければと思

います。よろしくお願いいたします。 

 



（中国電力） 

資料３—１に基づき説明 

 

 ○質疑応答 

（北田顧問） 

ご説明どうもありがとうございます。それでは顧問の皆様方にご質問、ご意見等いただければと思います。もし

ご意見ご質問ある方は挙手をいただければと思います。 

特重ということでなかなか細かい話というのは当然、おおっぴらにできることではないということになりますけ

れども、具体的にはどのようにされてるかというところまで分からなくてもこのような考え方でもって、このよう

な対策をされてるんだというところ、その部分につきましてはご説明いただいた通りかと思っております。ただ、

他のものとも一緒ですけども、当然それが本当に実効性があるものなのかどうか、この辺りは規制庁の方からの審

査とか検査等、そのところでも見ておられるところだと思いますけれども、やはり事業者としましても安全を第一

義にするというところを踏まえまして、事業者としましてもそのあたりのところしっかりと確認いただければと思

うところでございます。 

 

（藤川顧問） 

ありがとうございます。特重もそうですし、例えば段差解消のためのホイルローダとか、こういうものの使用の

訓練はどれぐらいの頻度で行っておられるんでしょうか。中国電力さんにお聞きしたい点です。 

 

（中国電力・井田副本部長） 

中国電力の井田でございます。今先生からのご質問がありました具体的な頻度につきましては、手元に具体的な

数値がなくてご回答が難しいところではあるんですけども、特に最近は訓練の頻度、力量を備えるということもあ

ってかなりの頻度を上げて訓練に日々取り組んでいるという状況にございます。よろしくお願いします。 

 

（藤川顧問） 

運転しなくなってから長いということもございまして、技術継承も含めて努力していただければと思います。 

 

（中国電力・井田副本部長） 

ありがとうございます。私どもの中国電力社員のＯＢに残ってもらったりという形で、技術の伝承とか、そうい

ったことも含めて、今の発電所の現場の方でしっかりとやっているところでございますので引き続きご指導いただ

きますように、よろしくお願いします。 

 

（北田顧問） 

他に何かご意見等ございますでしょうか。具体的な訓練などにつきまして、今回また視察させていただくという

ことになるかと思います。その場におきましても、現場におきましていろいろとまたご質問させていただければと

思いますので、その部分のところのご対応もよろしくお願いいたします。 

 

（中国電力・井田副本部長） 

今の訓練に関する情報についても可能な限りということで、工夫をしたいと思っております。 

 

（佐々木顧問） 

京大佐々木です。ご説明ありがとうございました。1つだけ確認というか教えていただきたいんですけれども、

水源というものも、特重施設の中に入ってるとこのスライド同の方で、4枚目か5枚目ですか、理解したんですけ

れども、この水源に関しては、規制側から要求事項みたいなものは、何かあるんでしょうか。 

 

（中国電力・永山マネージャー） 

特重施設につきましては少なくとも外部支援がなくても7日間という要求がございますので、それも含めまして

詳細の容量等は少し説明を控えさせていただきますが、必要な容量を確保するように計画してございます。 

 

（佐々木顧問） 

京大佐々木です。ありがとうございます。そういったことも含めて確認が済んでいるという理解をいたしました。

ありがとうございました。 

 

（北田顧問） 

資料3－2のご説明が残っているかと思います。そちらの方のご説明よろしくお願いいたします。 



 

（中国電力） 

資料３—２に基づき説明 

 

（北田顧問） 

ご説明どうもありがとうございました。それでは、顧問の皆様からご意見、コメントをちょうだいしたいと思い

ますがいかがでしょうか。3系統目ということで今までＤＢ加えて1系統2系統、それにさらに3系統目というこ

とですのでさらに信頼性を高めるというところに繋がっているかと思います。また、それぞれ1系統目2系統目な

どとの位置的との分散というところもしっかり図られているということではございますけれども、この辺りにつき

ましてもまた、場合によりましては、現地などでしっかりとご説明いただければよろしいかと思っております。 

特にご質問よろしいでしょうか。以上で議題として全体終了となりますけれども、全体を通じてでも、顧問の皆

様から何かございますでしょうか。会議終了後でもご意見等がございましたらお伝えいただければと思います。特

にご意見がなければ、それでは本日の議題はこれですべて終了とさせていただければと思います。時間が押して申

し訳ございません。進行の方、部局の方にお返ししたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（水中部長） 

皆様どうもありがとうございました。事務局の方で時間の配分計算がまずかったので延長してしまいまして申し

訳ございませんでした。北田顧問には、円滑な進行していただきどうもありがとうございました。 

顧問の皆様にも、真摯に審議いただき厚く御礼申し上げます。また、出席の皆様にも、中国電力にもご協力いた

だきありがとうございました。顧問の皆様には、本日は、回答とそれから島根原発の安全対策工事と特定重大事故

対処施設等の審査内容をご確認いただいたところでございます。冒頭、知事からもご依頼ございましたように、今

後、顧問の皆様の技術的専門的意見を取りまとめていただけたらと思います。そのため現地の視察ということも本

日お決めいただきましたところでございますので、事務局の方で早速調整してサポートさせていただきたいと思い

ますので、中国電力の方にもご協力のほどよろしくお願いいたします。現地では、現地現物の確認、或いは聞き取

りなどあると思いますのでよろしくお願いいたします。それでは以上をもちまして令和6年度第2回鳥取県原子力

安全顧問会議の方を閉会したいと思います。ご出席の皆様、どうもありがとうございました。 


